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【事務連絡者氏名】 取締役　管理本部長　　斉　木　　　均

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

 
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 3,834,550　

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権

の行使に際して払い込むべき金額の合計額

を合算した金額

394,524,550

 

(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の発行

価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の

合計額を合算した金額は減少する可能性があります。また、

新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当

社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の

発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額の合計額を合算した金額は減少します。

 
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券（第１回新株予約権）】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 7,235個(新株予約権１個につき普通株式1,000株)

発行価額の総額 3,834,550

発行価格
本新株予約権１個につき530円(新株予約権の目的である株式１
株当たり0.53円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成28年11月30日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
児玉化学工業株式会社　人事総務部
東京都中央区日本橋本石町１－２－２

払込期日 平成28年11月30日

割当日 平成28年11月30日

払込取扱場所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店営業部
東京都千代田区丸の内１－４－５

 

(注) １　児玉化学工業株式会社第１回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、平成28年11月14日開催の当社

取締役会において発行を決議しております。

２　申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約

を締結し、払込期日に上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３　本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

４　新株予約権の目的である株式の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は7,235,000株、割当株式数(別記

「新株予約権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は1,000株

で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第１項第(2)号に定義する。)が修正されても

変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載

のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。なお、行使価額

が修正された場合、本新株予約権による資金調達額は増加又は減少す

る。

２　本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、別記

「(注)７．本新株予約権の行使請求の効力発生時期」に定める本新株予

約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)において、当

該修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値の

ある取引日。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所

(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の

終値の90％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され

る。

３　行使価額の修正頻度：行使の際に別記「(注)７．本新株予約権の行使請

求の効力発生時期」に記載の行使請求の効力が発生するたびに修正され

る。

４　行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、当初32円(別記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄第３項による調整を受ける。以下「下

限行使価額」という。)である。

５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は7,235,000

株(平成28年11月11日現在の発行済株式総数に対する割合は23.99％)、

割当株式数は1,000株で確定している。

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額

にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)：235,354,550円

(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能

とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件」欄を参照。)。

新株予約権の目的となる株式の種

類

当社普通株式

完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社におけ

る標準となる株式である。なお、単元株式数は1,000株である。
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新株予約権の目的となる株式の数 １　本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式

7,235,000株とする(本新株予約権１個の目的である株式の数(以下「割

当株式数」という。)は、1,000株とする。)。但し、本欄第２項によっ

て割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の

総数は本欄第２項に定める調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式

数」といい、本欄第２項に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株

式数」という。)に応じて調整されるものとする。

２ (1) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に

従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式によ

り調整されるものとする。
 

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新

株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定める調整前行使価額及

び調整後行使価額とする。

(2) 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新

株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨てるものとする。

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(4)号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びそ

の適用の日その他必要な事項を本新株予約権の新株予約権者(以下

「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号⑦に定める場合その他適用の

日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日

以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額 １　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

(1) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価

額は、本項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする

が、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げ

るものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金

銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初54円とする。但し、行使

価額は本欄第２項又は第３項に従い、修正又は調整される。

２　行使価額の修正

(1) 行使価額は、修正日において、修正後行使価額に修正される。

(2) 修正後行使価額の算出において、時価算定日に本欄第３項で定める行

使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該時価算定日の

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を

勘案して調整されるものとする。

(3) 本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価

額である32円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行

使価額とする。
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 ３　行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により

当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある

場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって

行使価額を調整する。
 

 
 
調整後
行使価額

 
 
＝

 
 
調整前
行使価額

 
 
×

既発行
普通株式数

 
＋

交付普通
株式数

×
１株当たり
の払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株

主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定めら

れている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、

調整後の行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の

発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を

控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき

「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されて

いない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式

の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通

株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加し

た当社普通株式数を含まないものとする。

(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及び

その調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによ

る。

①　本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株

式を交付する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請

求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付

されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付された

ものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行

使による場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられ

たときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、

当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合は、その日の翌日以降、これを適用する。

②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌

日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普

通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

その日の翌日以降これを適用する。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に

定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあ

るものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第

(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)

その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含

む。)調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予

約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は

権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で

転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして

行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約

権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又

は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当

社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、転換、

交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権

付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使

価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等

の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社

普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用す

る。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予

約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号

②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。上記にか

かわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予

約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③

又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交

付が行われた後の本項第(3)号③に定める完全希薄化後普通株式数

が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整

後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株

式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、

(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の

調整は行わないものとする。

⑤　取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの

対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正その他これ

に類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類

似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方

修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、

当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)

における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
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 (ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が

取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額

は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当

該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が

交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するもの

とし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使

価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価

額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正

等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付された

ものとみなしたときの本項第(3)号③に定める完全希薄化後普通

株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株

式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過株式数を

行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整

式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降こ

れを適用する。

⑥　本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予

約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなさ

れた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたも

のを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額

を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又

は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除

した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の

数で除した金額をいう。

⑦　本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が

当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を

条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行

使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとす

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認が

あった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対して

は、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
 

 
株式数＝

(調整前
行使価額

－
調整後
行使価額)

×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金に

よる調整は行わない。
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 (3) ①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を切り捨てる。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を初めて適

用する日(但し、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とす

る。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を切り捨てる。

③　「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を初めて適用

する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当

該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価

額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式

数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社

普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整にお

いて本項第(2)号乃至第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみな

されることとなる当社普通株式数を含む。)。

④　本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は

権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本項第(2)

号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利につ

いての規定を準用して算出するものとする。

(4) 本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次

に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社

が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承

継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済

株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由

に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、

他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) 本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基

づく調整後の行使価額を適用する日が本欄第２項に基づく行使価額の

修正日と一致する場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価

額の調整は行わないものとする。但し、この場合においても、下限行

使価額については、かかる調整を行うものとする。

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使

価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面により

その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びそ

の適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本

項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を

行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。ま

た、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行

使価額の調整についてのみ行う。
 

 

EDINET提出書類

児玉化学工業株式会社(E00839)

有価証券届出書（組込方式）

 8/32



 

新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価額の総

額

394,524,550円

上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場

合の金額である。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２

項又は第３項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記発行価

額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行

われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記発

行価額の総額は減少する。

新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額

１　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当

該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の

総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を

当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

２　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資

本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増

加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる

場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年12月１日から平成30年11月30日(但し、別記「自己新株予約権の取

得の事由及び取得の条件」欄各項に従って当社が本新株予約権の全部を取得

する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の

効力発生日の前銀行営業日)まで。但し、行使期間の最終日が銀行営業日で

ない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。

新株予約権の行使請求の受付場

所、取次場所及び払込取扱場所

１　本新株予約権の行使請求受付場所

児玉化学工業株式会社　人事総務部

２　本新株予約権の行使請求取次場所

該当事項はありません。

３　本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取

扱場所

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　本店営業部

４　本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下

「機構」という。)又は口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法

律第２条第４項に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に対し行

使請求に要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」欄記載

の本新株予約権の行使期間中に機構により行使請求受付場所に行使請

求の通知が行われることにより行われる。

(2) 本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに

加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を

機構又は口座管理機関を通じて現金にて本欄第３項に定める新株予約

権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むもの

とする。

(3) 本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することが

できない。
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新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の事由及び

取得の条件

１　当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合に

は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の

規定に従って、取得日の２週間前までに通知をした上で、当社取締役会

で定める取得日に、本新株予約権１個当たり530円にて、残存する本新

株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合

には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

２　当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会

社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」と

いう。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役

会)で承認された場合において、別記「組織再編行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項」欄に従い承継会社等(同欄に定義する。)の新株予

約権が交付されない場合には、会社法第273条及び第274条の規定に従っ

て、取得日(当該組織再編行為の効力発生日以前とする。)の２週間前ま

でに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１

個当たり530円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

３　当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により整理銘柄に指定さ

れた場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は

上場廃止が決定した日から２週間後の日(休業日である場合には、その

翌営業日とする。)に、本新株予約権１個当たり530円の価額で、本新株

予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

４　別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使期間の満

了日において、当社は、本新株予約権１個当たり530円にて、残存する

本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。
 

 

EDINET提出書類

児玉化学工業株式会社(E00839)

有価証券届出書（組込方式）

10/32



 

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項

当社は、当社が組織再編行為を行う場合(但し、承継会社等(以下に定義す

る。)の普通株式が当社の株主に交付される場合に限る。)、当該組織再編行

為の効力発生の直前において残存する本新株予約権者に対し、本項第(1)号

乃至第(9)号に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約

権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力

発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権

の新株予約権者となる。

「承継会社等」とは、会社法第236条第１項第８号イ、ニ及びホに掲げる株

式会社であって、当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社で

あるものであるか当該組織再編行為の効力発生日において日本の上場会社で

あることが予想されるものをいう。

(1) 承継新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数

を基準に、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要

項を参照して決定する数とする。

(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3) 承継新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参照し

て決定する数とする。

(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本

新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効

力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるよう

に、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要項を参

照して決定する価額に、交付する承継新株予約権１個当たりの目的で

ある承継会社等の株式の数を乗じた額とするが、計算の結果１円未満

の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(5) 承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から別記「新株予約権の行使期間」に定め

る本新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項

別記「本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本

金及び資本準備金」の規定に準じて決定する。

(7) その他の承継新株予約権の行使の条件

別記「新株予約権の行使の条件」の規定に準じて決定する。

(8) 承継新株予約権の取得事由及び取得の条件

別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の規定に準じて

決定する。

(9) その他

承継新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金

による調整は行わない。
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(注) １．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債等)の発行により資金の調達をしようとする理由

(1) 資金調達の主な目的、背景等

当社グループは、自動車部品事業、住宅設備・冷機部品事業、エンターテイメント事業の３部門に関係す

る事業を行っており、その中でも自動車部品事業及び住宅設備・冷機部品事業を主力事業としております。

当社グループは、海外の当社連結子会社において成形事業を行うほか、国内の当社３工場にてプラスチック

ス製品の成形事業を展開しております。

自動車部品事業におきましては、より成長の機会を求めＡＳＥＡＮ地区(タイ、インドネシア)へ進出し、

継続的に事業投資を行ってまいりました。具体的には、平成14年11月、タイ国チャチェンサオに連結子会社

であるECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO., LTDを設立し、平成24年３月には、インドネシアに合弁会社として

PT.Echo Advanced Technology Indonesiaを設立し、プラスチック成形品及び部品の開発、製造販売及び付

随する金型設計、作製及び販売等を展開し、現在では大手自動車メーカーの世界戦略車のサプライチェーン

の一環を担うまでに成長いたしました。

しかしながら、インドネシアの近年の景気低迷・大手自動車メーカーによる世界戦略車の立ち上げの遅れ

による生産の停滞や現地通貨安の進行に伴う外貨借入金の為替評価損の計上等、想定外の事態によりインド

ネシアにおける当社子会社であるPT.Echo Advanced Technology Indonesiaは平成28年３月期において大幅

な赤字を抱え、平成27年12月末時点で442,301千円の債務超過となるに至り、取引金融機関との間で同社の

債務超過の解消に向けた施策の実施を協議してまいりました。一方で、平成29年３月期に入ると、インドネ

シアにおいては、大手自動車メーカーによる世界戦略車の本格的な立ち上げが始まる等、明るい兆候が見え

始めており、PT.Echo Advanced Technology Indonesiaにおいては、今後立ち上がる新車種(他の日系自動車

メーカーの世界戦略車が平成29年９月に立ち上がる予定であり、すでに当社は当該日系自動車メーカーとの

間で自動車の部品の受注に係る契約を締結済みであります。なお、事業規模は77,000台／年、売上高の見込

みは５億円／年の計画であります。)等の金型の製造費用、試作費用などの生産準備資金や新車種の受注の

増加に伴う運転資金を確保することが喫緊の経営課題となっておりました。

上記のとおり、PT.Echo Advanced Technology Indonesiaにおいては、事業環境に明るい兆候は見えるも

のの、現状同社は債務超過である上、今期の業績についても赤字を見込んでおり、また、喫緊の資金需要も

高いことから、取引金融機関との関係や来期以降の黒字化に向けた取り組みを検討した結果、同社に対する

増資が不可欠であると考えておりました。他方で、当社自身も債務超過に陥っていることから、当社の財務

状況に鑑みると同社の増資を従来の出資比率に応じた割合で引き受けることは難しいとの判断に至り、同社

への出資比率について、従来より、当社を含む合弁事業先の間で、同社の売上高に対する貢献の度合いに応

じた出資比率への見直しを検討していたことから、同社への出資比率を見直しつつ、同社の債務超過を解消

し、また同社の資金需要にも対応するため、当社は、平成28年11月２日付「子会社の異動(株式譲渡)に関す

るお知らせ」のとおり、同社への一部持分を他の合弁事業先に譲渡すると同時に、他の合弁事業先ととも

に、PT.Echo Advanced Technology Indonesiaに対して、総額約800百万円(1,000億ルピア：１インドネシア

ルピア＝約0.008円。以下同じです。)の増資を実施することになりました。

なお、同社株式は前期までに全額評価損を計上していたため同社株式売却は備忘価額での売却となってお

ります。他方、上記のとおり、PT.Echo Advanced Technology Indonesiaの事業環境には明るい兆候が見え

ることから、同社からの収益の取込みを期待して当社としても出資の引受けを決断いたしました。上記株式

譲渡及び増資の引受けにより、当社のPT.Echo Advanced Technology Indonesiaに対する持株比率は60.0％

から39.19％に減少し、当該子会社は、当社連結子会社から当社持分法適用関連会社になります。

一方、住宅設備・冷機部品事業におきましては、平成14年10月、中国江蘇省に連結子会社である無錫普拉

那塑膠有限公司を設立し、近年は、農機向け部品の製造を中心に住宅設備・冷機部品事業を展開してまいり

ました。
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しかしながら、農機向け部品の価格水準の低迷により営業利益が伸び悩んでいること、工場の稼働の季節

変動(農繁期・農閑期)に関わらず、農閑期においても農繁期に合わせた設備・人員の整備・配置を維持する

必要があるため、農閑期においては稼働状況に比して過大な固定費、人件費が計上されること等により厳し

い経営状態が続いております。かかる状況の下、国内で実績があり、また季節変動のないトイレ関連部品事

業を中国でも展開すべく市場開拓を進めた結果、日本でも取引がある日系住設メーカーの中国現地法人から

トイレ関連部品の受注を受けるに至り、安定的な需要が見込めるようになったため、同国における事業の軸

足をトイレ関連部品事業に移行することを同社の本年11月中旬の董事会において決定する予定です。かかる

事業構造改革に伴い、金型の製造費用、新規設備購入資金、付属設備を含む既存設備の改修費用といった構

造改革資金や農機事業における組立工程等の人員の大幅削減に伴う従業員に対する割増退職金等のリストラ

資金を必要としております。

他方で、当社としても、平成28年６月28日付プレスリリース「債務超過の猶予期間入りに関するお知ら

せ」にてお知らせいたしましたとおり、平成28年３月末日現在、純資産合計が637百万円まで減少し、その

内の非支配株主持分を控除すると、10百万円の債務超過となり東京証券取引所の上場廃止基準に抵触してい

る状態にあります。当社は、かかる債務超過状態を解消し財務基盤を確保するため、上記の子会社における

収益改善策や事業構造改革を計画しつつ、同時に、資本政策についても検討してまいりました。

かかる状況において、当社は、今回の調達資金によりこれらの当社連結子会社における資金需要を賄うと

ともに、当社の債務超過状態の解消を図り、財務基盤を確保することを目的として、本新株予約権の発行を

決議いたしました。

(2) 資金調達方法の概要

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使価額修正条項付第１回新株予約権を第三者割当の方法

によって割り当て、割当予定先による新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みになっており

ます。

(3) 資金調達方法の選択理由

当社では、当社の債務超過の解消及び財務基盤確保並びに当社連結子会社の資金需要への対応を目的と

し、間接金融・直接金融を含めた複数の資金調達計画を検討いたしました。かかる検討において、当社は、

後記「(注)４．本スキームの特徴」に示す本新株予約権の特質を考慮した結果、以下の理由により第三者割

当の方法による本新株予約権の発行を行うことが最善であるという結論に至りました。

 
ⅰ．一般に公募乃至第三者割当による新株発行は、一度に多額の資金調達を可能とする反面、将来の１株当

たり利益の希薄化をも一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいこと。また、業績悪

化により当社株価及び出来高は低迷しており、また、当社は債務超過状態であるため、一般に公募乃至

第三者割当による新株発行の引受先を見つけるのは困難であり、仮に引受先を見つけることができたと

しても当社又は当社株主にとって不利な条件での発行となる可能性が高いこと。

ⅱ．株主割当による非上場型の新株予約権の無償割当ては、既存株主が新株予約権を売却する機会に乏し

く、結果的には新株予約権を行使しない既存株主が、株式価値の希薄化による影響を回避するための選

択肢が限定的であること、また、当社が債務超過状態であることに鑑みると、既存株主の理解を得るこ

とは難しく、必要資金を満たす調達は困難であること。また、いわゆるライツ・オファリングには、当

社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、新株予約権

の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがあるところ、コ

ミットメント型ライツ・オファリングは、国内における事例が少なく事前準備に相応の時間が要するこ

とや当社の業績及び財務状態に鑑みると引受けを行っていただける証券会社を探すのは困難であり、仮

に引受証券会社があったとしても引受手数料等の発行コストが高くなることが予想され、また、ノンコ

ミットメント型ライツ・オファリングは、当社が債務超過に陥っていることから、東京証券取引所の有

価証券上場規程第304条第１項第３号が規定する要件を満たせないため実施することができないこと。
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ⅲ．本新株予約権は、下記「第３ １ e 株券等の行使及び保有方針」に記載のとおり、複数回による行使に

より行使の分散が期待されるため、株式の公募乃至第三者割当と異なり、当社株式の供給が一時的に過

剰となる事態を回避し、既存株主の利益への影響を抑えることができること。また、本新株予約権は、

通常の新株予約権の発行に比べ、行使価額が修正されるため、株価が下落したとしても割当予定先に

とっては行使しやすく、株価の下落局面においては調達金額は減少するものの、当社の資金需要を一定

程度満たしつつ、自己資本増強が望めること。

ⅳ．現状は金融機関からの借入残高が著しく過大になっており財務内容の改善が急務になっているため、こ

れ以上金融機関からの借入を増やすことは財務の健全化に逆行するというデメリットが想定されるこ

と。また、上場廃止基準に抵触している状態を回避するためにも、金融機関からの借入ではなく新株予

約権による資金調達であればこれらのデメリットを回避できること。

ⅴ．通常の転換社債型新株予約権付社債は、株価の下落時には社債に付された新株予約権の行使による社債

の株式への転換が進まず、株式への転換が進まなければ、金利の定期的な支払いが必要となる負債のま

まであるため、かかる金利の支払いが必要となり、満期までの当社の財務状態への影響は否定できず、

また、最終的には元本の弁済が必要となること。そのため、財務基盤の立て直しを目指す当社の経営方

針とは合致しないこと。

 
なお、本新株予約権が全て行使された場合の新規発行株式は7,235,000株となり、発行決議日前日の発行

済株式の総数である30,154,411株を分母とする希薄化率は23.99％となる見込みです。上記のとおり、本新

株予約権の対象株式数についても発行当初から新株予約権１個につき1,000株、合計7,235,000株で固定され

ており、将来的な市場株価の変動によっても潜在株式数が変動することはありません。但し、株式分割等の

一定の事由が生じた場合には、行使価額及び対象株式数の双方が本新株予約権の発行要項に従って調整され

ます。

(4) 本スキームの特徴

本新株予約権による資金調達スキームには、以下のような長所及び短所があります。

[長所]

ⅰ．本新株予約権の目的である当社普通株式数は、「第１ １ (2)[新株予約権の内容等] 新株予約権の行使

時の払込金額」欄第３項に基づく本新株予約権の行使価額の調整が行われない限り、行使価額の修正に

関らず7,235,000株で一定であり、希薄化率は、議決権ベースで最大でも24.20％までに制限される。

ⅱ．新株予約権に当社のコール・オプション(割当日後当社取締役会の決議に基づき、２週間前の事前通知

により新株予約権を割当予定先から取得できるとの条項)を付すことで、資金調達の必要性がなくなり

割当予定先が事前に同意したときにはコール・オプションを行使することにより、株式の希薄化を防止

することができる。

ⅲ．本新株予約権の行使価額には上限が設定されていないため、株価上昇時には調達金額の増加を望むこと

ができる。

[短所]

ⅰ．株価の下落により行使価額が下方修正されれば、資金調達額が減少する。

ⅱ．割当予定先の基本方針として、当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、権利行使により取得さ

れた当社株式は、市場で売却される可能性が高いため、市場株価の下落を招く可能性がある。

ⅲ．当社株式の流動性が著しく減少した場合には、本新株予約権の行使後、直ちに当社株式を市場で売却す

ることを前提としている割当予定先は、本新株予約権を行使しない可能性があり、その結果、資金調達

額が減少する。

ⅳ．本新株予約権の行使価額の修正には、下限が付されており、株価が下限行使価額を下回った場合には、

割当予定先によって本新株予約権が行使されず、資金調達額が減少する。
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ⅴ．下記「第３ １ e 株券等の行使及び保有方針」及び「第３ １ f 払込みに要する資金等の状況」に記載

のとおり、割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則として市場で売却するこ

とにより投下資金を回収する予定であるため、本新株予約権の行使が困難となり又は本新株予約権の行

使により取得した当社株式を市場で売却することが困難となる事情がある場合(詳細は後記「２．iii新

株予約権の取得請求」をご参照ください。)には、当社に対して本新株予約権を取得する請求できる権

利を割当予定先に付与しており、その結果、当該取得請求権が行使された場合には、資金調達額が減少

する。

ⅵ．当社の手取額は本新株予約権者の権利行使状況、当社株価の推移等、将来決定される要素により変動す

るため、当社が予定どおりの資金調達ができない可能性があり、当社の事業、財務状況及び業績に悪影

響が及ぶ可能性がある。

２．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内

容

当社は、割当予定先との間で、本引受契約において、以下の内容について合意する予定です。

ⅰ．新株予約権の行使制限措置

当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条

第１項乃至第５項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、

所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割当予定先に行わせません。また、割当予定先は、前記

所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行うことができず、本新株予約権の行使にあたっては、

あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行います。さらに、割当予

定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、①当社との間で制限

超過行使の内容を約束させ、また、②譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合に当該第三者をし

て当社との間で同様の内容を合意させることを約束させるものとします。

ⅱ．新株予約権の取得条項に係る制限

当社は、本新株予約権者の事前の書面による同意なく、発行要項に基づき、本新株予約権の取得条項に

係る通知を行うことができません。本新株予約権者は、当社において資金調達の必要性がなくなったと

合理的に判断される場合は、同意を行うものとします。

ⅲ．新株予約権の取得請求

以下に掲げる場合には、本新株予約権者は、その選択により、当社に対して書面で通知することによ

り、本新株予約権１個当たり530円の価額で、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することがで

きます。

①　当社が消滅会社となる合併契約の締結又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若

しくは株式移転計画の作成が当社の取締役会で承認された場合

②　当社が発行する株式が東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当するおそれがあると合理的に認め

られる場合

③　本新株予約権の発行後、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が３取引日連続して

下限行使価額を下回った場合、いずれかの10連続取引日間の当社普通株式１取引日あたりの東京証券

取引所における普通取引の平均売買出来高が、平成28年11月30日に先立つ10連続取引日間の当社普通

株式の１取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高の30％を下回った場合、

その他一定の場合

ⅳ．ロックアップ・優先交渉権

当社は、本引受契約締結日から、本新株予約権の行使期間の満了日又は本新株予約権が割当予定先に

よって全て行使され若しくは当社によって全て取得される日のいずれか早い日までの間、割当予定先の

事前の書面による同意なく、株式等を発行等してはならず、第三者に対して、株式等を発行等しようと

する場合には、割当予定先が引受けを希望する場合、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、

割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等するものとします。

３．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。
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４．当社の株券の賃借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係人等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

５．その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

６．本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関(社債、株式等の振替に

関する法律(以下「社債等振替法」という。)第２条第４項に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に対

し行使請求に要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」の本新株予約権の行使期間中に機構によ

り行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて別記「本新株予約権の払込金額の

払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所」に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当

社の指定する口座に振り込むものとする。

(3) 本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。

７．本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」第１項に定める行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額の全額が前記６.(2)に定める口座に入金された日に発生する。

８．本新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

９．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受ける

こととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第２項に定める場合を除き、新株予約権証

券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱い

については、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。

 
(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

394,524,550円 10,200,000円 384,324,550円
 

(注) １．調達する資金の総額は、本新株予約権の発行価額の総額3,834,550円に、全ての本新株予約権が当初行使価

額で行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額390,690,000円を合算した金額です。

２．発行諸費用は、登録免許税、司法書士費用及び弁護士費用として760万円、株式会社赤坂国際会計に対する

本新株予約権の公正価値算定費用として200万円、反社会的勢力に関する調査費用60万円、合計1,020万円か

らなります。

３．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

４．行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。本新株予約権の行使期間内

に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び発行諸

費用の概算額は減少します。

 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記(1)に記載のとおり

384,324,550円です。但し、本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断による為、現時点において本新株予約権の

行使による財産の出資及びその時期を資金計画に織り込む事は困難であります。したがって、上記差引手取概算額

の合計額384,324,550円については、現時点で次のとおり充当する予定でありますが、具体的な金額及び使途につい

ては、本新株予約権の行使による財産の出資がなされた時点の状況に応じて変更される場合があります。

 

具体的な使途
金額

(百万円)
支出予定時期

Ⅰ. インドネシアにおける自動車部品事業に関する費用
(注)２

254  

①　生産準備資金 165 平成28年12月～平成30年12月

②　運転資金 89 平成28年12月～平成30年12月

II. 中国における住宅設備・冷機部品事業に関する費用
(注)３

130  

①　構造改革資金 115 平成28年12月～平成30年12月

②　農機向け部品事業のリストラ資金 15 平成28年12月～平成29年６月
 

(注) １．当社連結子会社であるPT.Echo Advanced Technology Indonesia(平成28年11月２日付「子会社の異動(株式

譲渡)に関するお知らせ」のとおり、当社持分法適用関連会社となる予定)は、当社及び合弁事業先を割当先

とする株式の発行による増資を決定し、当社は11月下旬乃至12月上旬に総額約800百万円(1,000億ルピア)の

うち当社負担分約312百万円(390億ルピア)の引受け(引受後の持株比率は39.19％)を行う予定です。当社

は、かかる増資の払込金額312百万円については、手元資金から充当する予定です。

また、当社連結子会社である無錫普拉那塑膠有限公司は、当社を割当先とする株式の発行による200百万円

の増資を決定し、当社は11月下旬乃至12月上旬にその全額の引受け(引受後の持株比率は90.45％)を行う予

定です。当社は、かかる増資の払込金額200百万円については、手元資金から充当する予定です。

上記子会社２社の増資を引き受けるに際して支出する当社手元資金は、手元の現預金及び上記増資までに払

い込まれた本新株予約権の発行及び行使による調達資金に加え、売掛債権の債権流動化により調達いたしま

す。本新株予約権の発行及び行使により調達する資金384百万円は、本新株予約権の払込みがなされ又は行

使がされ次第、上記増資の引受けに要した当社手元資金512百万円の一部に順次充当される予定です。な

お、上記当社子会社及び持分法適用関連会社の増資の引受けにより、同社らの財政基盤を確保しつつ資金需

要に応じることで、同社らの収益性を向上させることが期待でき、当社としては、子会社及び持分法適用関

連会社の収益を取り込むことにより当社の企業価値向上を図ることができるものと考えております。

また、両社の、上記各増資による調達資金のうち、本新株予約権の発行及び行使により填補される資金の使

途は以下注２及び注３のとおりです。
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２．PT.Echo Advanced Technology Indonesiaは、現在債務超過状態にあり自社の信用による資金調達が困難で

あるため、当社及び他の合弁事業先は同社に対して増資を実施することとしました。同社は、当該増資によ

る資金を、以下のとおり、インドネシアにおける自動車部品事業にかかる①生産準備資金及び②運転資金に

充当する予定です。

①生産準備資金については、インドネシアにおいて今後本格的な立ち上げが期待される日系大手自動車メー

カーによる世界戦略車の新車種(平成29年９月に立ち上がる予定で、すでに契約締結済みであります。な

お、事業規模は77,000台／年、売上高の見込みは５億円／年の計画であります。)の生産準備資金の一部と

して、金型の製造費用119百万円、試作費用46百万円の仮勘定への計上及び立替支出を予定しております。

なお、当該仮勘定は、来期以降、順次未収金の回収に伴い取り崩していく予定です。

また、同社は、②インドネシアにおける新車種の受注増加に伴う運転資金として、89百万円の支出を予定し

ております。

３．無錫普拉那塑膠有限公司は、当該増資による資金を、以下のとおり、中国における住宅設備・冷機部品事業

に係る①構造改革資金及び②農機向け部品事業のリストラ資金に充当する予定です。

①構造改革資金については、中国における事業の農機向け部品の生産からトイレ関連部品の生産への転換の

ため、金型の製造費用として16百万円、新規設備購入資金として72百万円、付属設備を含む既存設備の改修

費用として27百万円の支出を予定しております。

また、同社は、中国における農機向け部品事業のリストラのため、従業員に対する割増退職金として15百万

円の支出を予定しております。

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、前記「２(1)[新規

発行による手取金の額]」に記載のとおり384,324,550円です。但し、本新株予約権の行使は本新株予約権者

の判断によるため、現時点において本新株予約権の行使による財産の出資及びその時期を当社の資金計画に

織り込む事は困難であります。また、本新株予約権の行使状況及び行使価額の修正により想定どおり資金調

達ができなかった場合には、更なる経営合理化により資金を確保した上で、当面は売掛債権の債権流動化等

により、必要な運転資金を調達いたします。なお、本新株予約権の行使状況により調達資金が想定以上の金

額となる場合には、注１の増資の引受けに要した当社手元資金512百万円及び当社運転資金に充当する予定

です。

５．当社は、本新株予約権の発行及び行使により調達した資金を順次運転資金に充当する予定でありますが、注

１の増資の引受けまでに時間を要する場合には、銀行口座等にて安定的な資金管理を図る予定です。
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第２ 【売出要項】

　

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

a.割当予定先の概要

　

名称 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ

本店の所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号虎ノ門タワーズ

代表者の役職及び氏名 代表取締役　岩本　朗

資本金 5,000,000円

事業内容 投資助言・代理業、経営コンサルタント業

主たる出資者及びその出資比率 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合　100％
 

(注)　アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合は、平成27年３月31日付で解散登記をしておりますが、清算は

結了していないため引き続き存続しており、本届出書提出日時点で、株式会社アドバンテッジアドバイザーズ

の全株式を所有する唯一の株主です。

 

b.提出者と割当予定先との間の関係

　

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。
 

 

c.割当先の選定理由

当社は、前記「第１　１(2)(注)１．(1)資金調達の主な目的、背景等」の事業計画を迅速に実行するためには比較

的確実性の高い資金調達方法が必要である一方で、喫緊の経営課題に対処しつつ今後の継続的な成長への取組みにつ

いて株主の皆様からの理解を得るためには既存株主の利益を十分に配慮した資金調達手段を選択することが非常に重

要であると考えております。しかしながら、当社を取り巻く現在の経営環境及び当社の財政状態に鑑み、公募増資や

金融機関からの借入れによる資金調達は極めて厳しい状況にあります。早期黒字化に向けた経営基盤の安定及び業容

拡大が必要不可欠であるという当社が置かれた状況を勘案いたしますと、これらに要する資金を機動的に調達できる

手段としては、第三者割当の方法が最善の手段であると判断し、割当先を選定するため割当予定先を含む複数の投資

家と交渉して参りました。

その中で、株価や既存株主の利益に十分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニーズを充足し得る

ファイナンス手法として、株式会社アドバンテッジアドバイザーズより本新株予約権の提案を受けたことに加え、

同社が①同種のファイナンスにおいて豊富な実績を有しており、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑

な資金調達が期待できること、②前記「第１　１(2)(注)１．(3)資金調達方法の選択理由」に記載の本件の資金調達

方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、③今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有するこ

と、④純投資目的で経営に関与する意思がないことを確認できたこと等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として

選定いたしました。
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d.割り当てようとする株式の数

株式会社アドバンテッジアドバイザーズ：新株予約権の目的である株式の総数7,235,000株

 

e.株券等の行使及び保有方針

本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。割当予定

先は、前記「第１ １ (2)新株予約権の内容等 (注)２．ⅰ．新株予約権の行使制限措置」に記載の行使制限の下で、

当社の株価、株式市場の動向及び株式の需給等を勘案しながら当社株価への影響に配慮して本新株予約権を行使する

予定です。また、割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則として純投資として長期間保有

する意思を有しておらず、適時適切に売却する予定です。

 

f.払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先である株式会社アドバンテッジアドバイザーズから、本新株予約権の払込に要する資金は借入

金ではなく自己資金にて行う旨の説明を口頭で受けており、当該払込資金の十分性については、銀行口座残高証明書

を確認し、平成28年11月10日現在の預金残高が15.85百万円であることを確認いたしました。

また、割当予定先である株式会社アドバンテッジアドバイザーズの預金残高から本新株予約権の発行価額の総額

3.83百万円を控除した金額は12.02百万円であるところ、株式会社アドバンテッジアドバイザーズは、当該残額の範囲

で本新株予約権を行使し、行使により取得した当社株式を市場で売却することにより資金を回収し、かかる回収資金

により本新株予約権を行使するという行為を繰り返して行うことを予定しているため、一時に大量の資金が必要にな

ることはない旨の説明を受けています。

そのため、株式会社アドバンテッジアドバイザーズが本新株予約権の引受け及び本新株予約権の権利行使に係る資

金を保有していると判断した理由といたしましては、銀行口座残高証明書により、新たに本新株予約権の引受けに必

要な資金及び本新株予約権の行使に必要な資金の一部を保有しており、かつ本新株予約権の行使及び当社株式の売却

により次の本新株予約権の行使資金を回収可能である旨を確認できたため、当社は本新株予約権の払込みに要する財

産の存在について確実なものと判断しております。

 

g.割当予定先の実態

当社は、割当予定先である株式会社アドバンテッジアドバイザーズより、反社会勢力等とは一切関係がないことの

説明を受けております。

また、上記とは別に、割当予定先、割当予定先の役員、主要株主等の関係者及び関係会社(割当予定先の100％出資

者であるアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、その業務執行組合員及び同組合への出資者を含む。以下

「割当予定先等」と総称します。)が反社会的勢力の影響を受けているか否か並びに割当予定先の役員が犯罪歴を有す

るか否か及び警察当局から何らかの捜査対象になっているか否かについて、第三者の信用調査機関である株式会社Ｊ

Ｐリサーチ＆コンサルティング(東京都港区虎ノ門３－７－12/代表取締役・古野啓介)に調査を依頼いたしました。そ

の結果、割当予定先等について反社会的勢力の影響を受けている事実が無いことの回答を得られました。また、割当

予定先の役員についても犯罪歴や捜査対象となっている事実について確認されなかったとの回答を得ております。

上記のとおり、割当予定先等が特定団体等とは一切関係がないことを確認し、当社として、割当予定先は反社会的

勢力との関わりがないと判断いたしました。なお、当社は、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。

　

２ 【株券等の譲渡制限】

本新株予約権について譲渡制限は設けておりません。また、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により交付さ

れるものを含む。)についても譲渡制限は設けておりません。
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３ 【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

当社は、第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計に対し、本新株予約権の発行要項及び本引受契約に定めら

れた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を依頼し、同社が本新株予約権の公正価値を算定した結果(本新株

予約権の公正価値１個当たり530円)を踏まえ、本新株予約権の発行価額を当該算定における公正価値と同額の１個

当たり530円と決定しました。

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項

モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項等に定められた諸

条件を適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュ

レーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、評価基準日現在の市場環境、

株式処分コスト等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、当社の予定配当額、無リスク利子率、当社及び割当予

定先の権利行使行動等に関する一定の前提(当社は割当予定先による権利行使を阻害しないよう行動すること、すな

わち行使期間満了日における全部取得の場合を除いて当社からの通知に基づく本新株予約権の取得が実施されない

こと、割当予定先は新株予約権が残存する場合には市場出来高の一定割合(12.5％)の範囲内で任意に権利行使及び

売却を実施すること等を含む。なお、割当予定先は本新株予約権の権利行使を最大化するよう行動するものと想定

されるため、割当予定先からの権利行使期間中における取得請求権の行使は考慮されていない。)を置いて評価を実

施し、上記前提条件を基に上記公正価値(新株予約権１個あたり530円)と算定(評価基準日を取締役会決議日の直前

取引日(平成28年11月11日)として算定)しております。

当社は、当該算定機関の評価結果を参考にし、上記「第１　１(2)(注)１．(3)資金調達方法の選択理由」に記載

の事由を勘案の上、本新株予約権の払込金額が合理的であり、本新株予約権の発行は有利発行には該当しないもの

と判断しました。なお、行使価額は当初、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前営業日(平成28年11月11日)

の株式会社東京証券取引所における普通取引の終値54円の100％相当額である54円としまており、その後の行使価額

は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額

に修正されますが、当該行使価額は下限行使価額である32円を下回ることはありません。本新株予約権の当初行使

価額は、最近６ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低いものではないものと考えており、

また、下限行使価額は、当初行使価額の59.26％であり、当社の財政状態・経営成績、株式市場での消化可能性及び

割当予定先が負う株価下落リスク並びに現状の株価の推移及び当社の時価総額を踏まえると、当該行使価額及び下

限行使価額の設定は妥当であるものと考えております。

なお、本新株予約権１個当たりの払込金額につきましては、本日付取締役会にて監査等委員会(うち社外取締役２

名)が、有利発行に該当しない旨の意見を表明しております。当該意見表明は、当該算定機関は、当社と取引関係に

なく当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っている

こと、本新株予約権の価格算定方法は市場慣行に従った一般的な方法であり、同社は本新株予約権の評価額に影響

を及ぼす可能性のある前提条件をその評価の基礎としていること、その算定過程及び前提条件に関して同社から提

出されたデータや資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できること等を総合考慮すると、公正価値

評価額は適正かつ妥当な価額と思われ、その公正価値評価額と同額発行価額を決定していることから、本新株予約

権の発行は有利発行には該当せず適法である旨の意見を述べるものであります。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の資金調達の後、本新株予約権の全てが行使された場合には、平成28年９月30日現在の総議決権数(29,897

個)に対して24.20％(発行決議日現在の発行済株式数(30,154,411株)に対して23.99％)の希薄化が生じます。しかし

ながら、当該資金調達は、インドネシアにおける生産準備資金及び受注増加に伴う運転資金と、中国における事業

の構造改革及び農機向け部品事業のリストラ資金への投資を可能とし、結果として今後の業績と財政状態の改善に

寄与し、既存株主の利益に資するものと考えております。

また、当社株式の過去２年間(平成26年12月～平成28年11月)の１日当たりの平均出来高は272,277株であり、直近

６か月間(平成28年６月から平成28年11月まで)の同出来高においても152,464株となっており、一定の流動性を有し

ております。一方、本新株予約権が全て行使された場合の発行株式数7,235,000株を行使期間である２年間で行使売

却するとした場合の１日当たりの数量は14,470株となり、上記過去２年間の１日当たりの出来高の5.3％、過去６か

月間の同出来高の9.5％程度となるため、株価に与える影響は限定的かつ、消化可能なものと考えております。

以上のことから、本新株予約権の発行による発行数量及び株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与えるも

のではなく、合理的であると判断いたしました。
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４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有
議決数の割合

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

株式会社アドバンテッ
ジアドバイザーズ

東京都港区虎ノ門４－１
－28

― ― 7,235,000 19.49

三菱樹脂株式会社
東京都千代田区丸の内１
－１－１

6,224,068 20.81 6,224,068 16.76

三菱ＵＦＪ信託銀行株
式会社

東京都千代田区丸の内１
－４－５

1,467,596 4.90 1,467,596 3.95

三宅　勉 岡山県井原市 1,078,000 3.60 1,078,000 2.90

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２－１
１－３

1,014,375 3.39 1,014,375 2.73

株式会社三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行

東京都千代田区丸の内２
－７－１

922,076 3.08 922,076 2.48

東京海上日動火災保険
株式会社

東京都千代田区丸の内１
－２－１

439,119 1.46 439,119 1.18

松原　利光 富山県射水市 399,000 1.33 399,000 1.07

明治安田生命保険相互
会社

東京都千代田区丸の内２
－１－１

350,000 1.17 350,000 0.94

トヨタ自動車東日本株
式会社

宮城県黒川郡大衡村中央
平１

216,902 0.72 216,902 0.58

計 ― 12,111,136 40.50 19,348,136 52.10
 

(注) １．所有株式数は、平成28年９月30日時点の株主名簿をもとに作成しております。

２．総議決権数に対する所有議決権数の割合及び、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点

第３位を四捨五入しております。

３．割当予定先である株式会社アドバンテッジアドバイザーズの割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に

対する所有議決権数は、本新株予約権を全て行使した上で取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合

の数となります。本新株予約権の行使後の当社株式の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表

明しておらず、適時適切に売却する予定です。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１　臨時報告書の提出

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第89期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日までの間にお

いて、以下の臨時報告書を関東財務局長に対し提出しております。

 

(1) 株主総会の議決権行使結果(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号２の規定に基づく報告。提出

日：平成28年６月30日)

１　提出理由

当社は、平成28年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す

るものであります。

 

２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)５名選任の件

豊島哲郎、原弘、斉木均、江頭明彦及び中村恒善を取締役に選任するものであります。

 

第２号議案　監査等委員１名選任の件

横路明夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。

  

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
取締役５名選任の件

   

(注)

  

豊島哲郎 15,818 661 ０ 可決 95.99

原弘 16,188 291 ０ 可決 98.23

斉木均 16,189 290 ０ 可決 98.24

江頭明彦 16,186 293 ０ 可決 98.22

中村恒善 16,182 297 ０ 可決 98.20

第２号議案
監査等委員１名選任の件
横路明夫

16,254 240 ０ (注) 可決 98.54

 

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと

により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権

の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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(2) 子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく報告。提出日：平成28年11

月２日)

１　提出理由

当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①名称　　　　　　PT. Echo Advanced Technology Indonesia

②住所　　　　　　KAW IND MITRAKARAWANG JL MITRA RAYA ⅡBLOK E3,

RTOOO RWOOO,PARUNGMULA,CIAMPEL,KARAWANG,

JAWA BARAT

③代表者の氏名　　取締役社長　柴田　辰弥

④資本金　　　　　121,000百万インドネシアルピア

⑤事業の内容　　　自動車部品事業

 

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

①議決権の数

異動前　7,260株

異動後　4,760株

②総株主等の議決権に対する割合

異動前　60.0％

異動後　39.3％

(3) 当該異動の理由及び年月日

①異動の理由

当社が保有するPT. Echo Advanced Technology Indonesiaの一部株式を、小島プレス工業株式会社に譲渡

するため、当該会社は当社の子会社ではなくなります。

②異動年月日

平成28年11月25日(株式譲渡契約日)予定
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２　事業等のリスク

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成28年11月14日)ま

での間において、追加がありました。以下の内容は当該事業等のリスクの変更箇所のみ記載したものであり、追加箇

所は下線で示しております。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下の「事業等のリス

ク」に記載した事項を除き、本有価証券届出書提出日(平成28年11月14日)現在においてもその判断に変更はありませ

ん。

当社の経営成績、株価及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。な

お、文中における将来に関する事項は、有価証券届出書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1)～(8)略

 

(9) 株式の希薄化について

本新株予約権7,235個の行使の目的となる株式数は7,235,000株であり、平成28年９月30日現在の当社普通株式の

発行済株式総数30,154,411株(総議決権29,897個)に対する割合は23.99％(総議決権数に対する割合24.20％)となり

ます。本新株予約権が行使された場合には、総議決権数に対する議決権所有割合が低下し、また、当社普通株式１

株当たりの純資産や純利益といった株式価値が希薄化することになり、当社の株価に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

(10) 本新株予約権による行使がされない場合について

本新株予約権の行使は、割当予定先の行使に係る投資判断によるため、資金調達手段としては不確実性がありま

す。そのため、本新株予約権の行使による調達額及び差引手取概算額は減少し、当社の想定する事業計画を遂行で

きず、当社が期待した収益を上げることが出来ない可能性があり、また、この場合、当社の経営成績及び財政状態

に悪影響を与える可能性があります。
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第四部 【組込情報】

 
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第89期)

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成28年６月28日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

(第90期第２四半期)
自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

平成28年11月14日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)Ａ４－

１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

　

 
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

 

第六部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成28年６月28日

児玉化学工業株式会社

取締役会　御中

監査法人薄衣佐吉事務所
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   田   所   貴   広   ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　長　谷　部　　健　太　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる児玉化学工業株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、児

玉化学工業株式会社及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、児玉化学工業株式会社の平成

28年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、児玉化学工業株式会社が平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成28年６月28日

児玉化学工業株式会社

取締役会　御中

監査法人薄衣佐吉事務所
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   田   所   貴   広   ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　長　谷　部　　健　太　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる児玉化学工業株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第89期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、児玉化

学工業株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

児玉化学工業株式会社(E00839)

有価証券届出書（組込方式）

30/32



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年11月11日

児玉化学工業株式会社

取締役会  御中

 

監査法人薄衣佐吉事務所
 

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   田   所   貴   広   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   長 谷 部　　健　　太   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている児玉化学工業株

式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、児玉化学工業株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成28年11月2日開催の取締役会において、連結子会社である

PT.Echo Advanced Technology Indonesia（以下「EATI」）の株式の一部を譲渡することが決議された。また、EATIにお

いて平成28年11月4日開催の株主総会において、第三者割当による新株発行が決議された。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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